
 
様式１  申請に対する処分（審査基準・標準処理期限の設定）について  

指定完成検査機関の指定  
 

所管所属  消防チーム 
根拠条文  
 高圧ガス保安法第５８条の１８（指定等）  
  第２０条第１項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済
産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の
申請により行う。  

 高圧ガス保安法第２０条（完成検査）  
  前文 略  
  ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第１種貯蔵所につき、経済産業省令
で定めるところにより高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）又は、経済産
業大臣が指定する者（以下「指定完成検査機関」という。）が行う完成検査を受
け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合していると
認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りではない。  

 高圧ガス保安法施行令第１８条（都道府県が処理する事務）  
  次に掲げる経済産業大臣の権限であって、その完成検査又は保安検査の業務を
一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機
関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。  

 一 指定完成検査機関に関する法第２０条第１項ただし書、法５８条の２２、第
５８条の２３第１項及び第３項、第５８条の２４、第５８条の２７、第５８条
の２９、第５８条の３０、第６１条第２項、第６２条第１項並びに第７４条の
２台１項第１号、第３号、第５号及び第５号の２に規定する事務  

審査基準  
 １ （法律上の規定による基準）  
 高圧ガス保安法第５８条の２０（指定の基準）  

経済産業大臣は、第２０条第１項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれに
も適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。  

 一 経済産業省令で定める機械器具その他設備を用いて完成検査を行うものであ
ること。  

 二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施
し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  

 三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構
成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものである
こと。  

 四 完成検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによ
って完成検査が不公平になるおそれがないものであること。  

 五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行う必要が経理的基礎を有するものである
こと。  

 六 その指定をすることによって申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻
害することとならないこと。  
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